
公的年金所得者の確定申告の簡素化フローチャート

　公的年金等を受給されている方につきましては、次のフローチャートにより所得税の
確定申告書または住民税の申告書の提出について確認してください。

公的年金等の収入金額が400万円以下である。
※2ヶ所以上の場合はその合計額

公的年金等以外の所得金額が20万円以下で
ある。

源泉徴収税額や予定納税額の税額
がある。

税務署へ所得税の確定申告書を提出
してください。

税務署への所
得税の確定申
告書は不要で
す。
※市区町村へ住民
税の申告書を提出
してください。

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

所得税の還付を受け
るための申告書や株
式等の損失を翌年に
繰り越すための申告
書等は提出すること
ができます。

納付する所得税額
がある場合でも確
定申告書の提出は
不要です。

納付する所得税額がない
場合、確定申告書の提出
は不要ですが、住民税の
申告書をしてください。
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